
別記様式 

 担当課 市民課 

会 議 の 名 称 第２回鴻巣市住居表示整備審議会 

開 催 日 令和６年８月２１日（水） 

開 催 時 間 午前９時３０分 開会 ・ 午前１０時４５分 閉会 

開 催 場 所  鴻巣市役所本庁舎 大会議室 

議長(委員長・会長) 

氏 名 
 小川哲夫 

出席者(委員)氏名 

（出席者数） 

 太田恭子  保科美那子 島田 操  津坂 純  大塚 茂 

 髙橋淳一  田所 清  栗原依子  安原健二  佐藤泰彦 

 森岡将史  （１１人） 

欠席者（委員）指名 

（欠席者数) 
 嶋村雄司  西山誠一 （２人） 

事務局職員職氏名 

 市民生活部長 関根則男  市民生活部副部長 武田昌行 

 市民課長 加藤勝美  市民課副課長 佐伯幸子 

 市民課主幹 羽鳥敦  市民課主任 岡部潤 

傍聴の可否 

（傍聴者数） 
 可（無し） 

会

議

の

内

容 

（議題） 

⑴ 枝番号の付定に関する基本方針（案）について 

⑵ 答申について 

⑴ 枝番号の付定に関する基本方針（案）については、前回の審議を踏まえ３つのポイ

ントにまとめて意見交換が行われた。委員からの主な意見は次のとおり。 

① 制度の周知について 

・対象の地区には高齢者の方も多く、広報やホームページでは周知が難しい。 

チラシを作成して回覧する、集会等の機会に対面で説明するなど検討されたい。 

・宅配事業者は枝番号により配達ができなくなることはない。特に大手事業者はこ

れまで積み上げてきた経験もあり、あまりナーバスに考えなくても大丈夫だろう。 

・個人事業者等に対しては、例えば個人事業主として登録している方にお知らせす

るなどの方法が考えられるのではないか。 

② 枝番号の付定により必要となる主な手続きについて 

  （住所変更が必要な主な手続きを事務局から説明。追加の意見はなかった。） 

③ 枝番号プレートの配布について 

 （渋谷区の事例を紹介し、課題の整理と実施案について意見を求めた。） 

 ・大変良い制度だと思う。申請ではなく、最初から枝番号プレートを交付する方が

よいのではないか。 

 ・新しい住宅は枝番号付きの住所となる、既存の方にはプレートを配布する、これ

らは並行して行うのか、どちらか一本にするのか。枝番号の申請の際、混乱するの

ではないかと思う。 

 ・どのくらい需要があるのか、プレートを付けることが面倒だという人もいると思

うので、地域のニーズに合わせた制度にすべきだと思う。 

 ・鴻巣市の課題として多くの住居が同じ住所となっている地区があるなか、まずは

市としてこの制度を作っておいて、地域のニーズによってすぐに対応できるように

しておくことが重要なのではないか。 

⑵ 答申（案）の内容について事務局から説明し、委員の意見を付記すること、最終的

な調整及び提出は会長に一任することが承認された。 

配

布

資

料 

・【資料１】第１回鴻巣市住居表示整備審議会会議録 

・【資料２】住居表示地区における住居番号への枝番号の付定について 

・住居表示地区における住居番号への枝番号の付与について（答申）（案） 

 


